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事前学習用テキストの作り方

（省略）

①

研修指導要領

②

① コースの紹介

•「コース」ごとに１スライドで作成

＜掲載内容＞

 コースの概要やカリキュラム等

② 単元の概要

•「単元」ごとに１スライドで作成

＜掲載内容＞

 単元名、単元の概要、単元のすべての学習目標

③ 学習目標のページ

•「学習目標」ごとに１スライドで作成

＜掲載内容＞

 「学習目標」を1つと、「学習目標」に該当する「学
習項目」の中から重要な「学習項目」を３つ程度掲
載（1つでもよい）

④ 学習項目のページ

•③のスライドに掲載した「学習項目」ごとに１スライ
ドで作成

＜掲載内容＞

 「学習項目」を１つと、「学習項目」に関する「基
本的な知識」（指導要領下線）を１つ、その下に基
本的な知識を「補足する知識」（指導要領青字）を
１〜３つ程度掲載

 その下に知識内容のイメージ図等を掲載（図は事前
に学ばせる内容ではない。掲載を必須としない。）

※枠囲み：スライド１枚分の範囲

③

④

事前学習用のテストの作り方
• 事前学習用のテストは、「基本的な知識」（指導要領下線）の内容

を基に作成する。

※当たり前の内容の場合等、下線部から必ず問題を出す必要はない。

資料４-２

単 元

コース

※テキストは単元ごとにファイルを分けて作成



防災スペシャリスト養成研修
有明の丘研修
ｅラーニング事前学習

災害への備え

1

教材サンプル

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
有明の丘研修　災害への備えコース



「災害への備え」 コースの概要

 防災計画の策定や住民啓発、防災教育、企業防災を担当する職員を
対象に、平常時の災害予防対策を実施するために必要となる知識を
学ぶ。

 1日目は、災害予防対策の概要と事前計画としての地域防災計画に

ついて理解し、学校での防災教育の実施や企業の防災活動の促進に
ついての知識を学び、これらを踏まえた演習により理解を深める。

 2日目は、行政のBCMや住民への防災啓発、地域の自主的な防災活
動の促進、災害ボランティアへの対応について学習する。

１日目 ２日目

１限目 「災害への備え」総論 座学 １限目 行政のBCM 座学

２限目
「災害への備え」としての地域防

災計画
座学 ２限目 住民啓発 座学

昼食 昼食

３限目 防災教育・災害教訓の伝承 座学 ３限目 地域の自主的な防災活動 座学

４限目 企業防災 座学 ４限目 災害ボランティア 座学

５限目 「災害への備え」ワークショップ 演習 ５限目 全体討論 演習

■ カリキュラム

2

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
災害への備えコースは、防災計画の策定や住民啓発、防災教育、企業防災を担当する職員を対象に、平常時の災害予防対策を実施するために必要となる知識を学ぶコースです。1日目は、災害予防対策の概要と事前計画としての地域防災計画について理解し、学校での防災教育の実施や企業の防災活動の促進についての知識を学び、これらを踏まえた演習により理解を深めます。2日目は、行政のBCMや住民への防災啓発、地域の自主的な防災活動の促進、災害ボランティアへの対応について学習します。なお、有明の丘研修の当日は、カリキュラムが変更になる場合がありますのでご了承ください。それでは、各単元で学ぶ内容の中から基本的な知識をご紹介します。あらかじめ把握したうえで研修にご参加ください。



自助・共助・公助による減災や被害予測など減災対策の基本的な
考え方を学ぶ。

単元１

「災害への備え」総論

学習目標

1. 災害予防の防災の中の位置づけ及び主な内容を説明できる。
2. 災害予防における自助、共助、公助の意味と共助の重要性を説明できる。
3. 代表的な被害抑止対策について説明できる。

3

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
単元１　「災害への備え」総論この単元では、自助・共助・公助による減災や被害予測など減災対策の基本的な考え方を学びます。この単元の学習目標は４つあります。



学習項目

① 災害対応の流れの中の災害予防の位置づけ

② 東日本大震災後の防災対策全体の再構築と災害対策基本法改正

単元１ 「災害への備え」総論

１．災害予防の防災の中の位置づけ及び主な内容を説明できる。学習
目標

4

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
まず一つ目の学習目標です。学習目標１災害予防の防災の中の位置づけ及び主な内容を説明できる。この学習目標に関する「学習項目」は3つあります。①災害対応の流れの中の災害予防の位置づけ②東日本大震災後の防災対策全体の再構築と災害対策基本法改正③災害予防における留意事項（住民啓発時に注意すべきことなど）



• 災害予防は、平常時に災害への備えとして行う活動である。

• 過去に災害が発生していれば、その反省・教訓を踏まえて備えの活動をするのが
有効である。

学習項目

5災害への備え（災害予防）

• 業務継続計画
• 首長不在時の代行順位、
職員参集体制

• 代替庁舎の特定
• 備蓄・対応機材の確保
• 訓練・継続的改善 等

• 官民協定締結
• 地域の防災資機材等の整備
• 災害ボランティアの受入れ体制整備
• 官民連携の訓練 等

• 自主防災活動
• 地区防災計画の策定
• 企業の事業継続計画の策定
• 民民協定締結
• 備蓄・対応機材の確保
• 訓練・継続的改善 等

災害対応
準備対策

計画策定・標準化 官民パートナーシップ 支援・連携

• 国土保全の諸対策
• 土地利用・建築規制
• 施設・設備の耐震化
• 予測・観測の充実・強化 等

• 住宅・建築物の耐震化
• 家具類の固定
• 施設・設備の耐震化
• 浸水防止対策

等

＜公助＞
（国、都道府県、市町村）

＜自助・共助＞
（家族、事業所、地域）

相互協力
（官民連携、関係組織等）

災
害
へ
の
備
え
（災
害
予
防
）

被害抑止
対策

被災自治体が
行わなければならない業務

・被災状況等の情報収集
・応援要請・受援対応
・広報活動・住民意向把握 等

自治体が他の主体に応援・支援を求
められる業務

・救助、救急、消火活動
・物資支援、医療、保健活動
・ボランティアの受入れ 等

自助・共助が
中心となる取組

・初期消火 ・安否確認 ・初期救助
・避難誘導 ・避難所運営の一部 等

災害対応業務

（警報避難、応急活動、

被災者支援、復旧復興）

①災害対応の流れの中の災害予防の位置づけ

※詳細は研修で学びます。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
1つ目の学習項目の基本的知識です。災害予防は、平常時に災害への備えとして行う活動である。過去に災害が発生していれば、その反省・教訓を踏まえて備えの活動をするのが有効である。◇図の出典：平成30年度　有明の丘研修　第１期　「「災害への備え」総論」丸谷講師資料　P10



• 災害の被害を完全に防ぐことは不可能であることから、災害時の被害をできるだ
け少なくするという考え方（「減災」）を基本とする。

• 被災しても人命が失われないことを最重視する。

• ハード対策とソフト対策を組み合わせて一体的に推進する。

• 公助と、自助、共助を組み合わせて推進する。

• 災害対応には、多様な主体との連携が重要である。

• これらは、災害対策基本法では基本理念に明記されている。

6

②東日本大震災後の防災対策全体の再構築と災害対策基本法改正

災害対策基本法 第二条の二 基本理念（一部抜粋）

学習項目

減災の考え方は、第二条の二第一号
に示されている

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
２つ目の学習項目の基本的知識です。災害の被害を完全に防ぐことは不可能であることから、災害時の被害をできるだけ少なくするという考え方（「減災」）を基本とする。被災しても人命が失われないことを最重視する。ハード対策とソフト対策を組み合わせて一体的に推進する。公助と、自助、共助を組み合わせて推進する。災害対応には、多様な主体との連携が重要である。これらは、災害対策基本法では基本理念に明記されている。◇図の出典：平成30年度　有明の丘研修　第１期　「「災害への備え」総論」丸谷講師資料　P19



学習項目

① 自助、共助、公助の意味と、災害予防における意味

② 防災における共助の重要性と災害予防で必要な対応

単元１ 「災害への備え」総論

２．災害予防における自助、共助、公助の意味と共助の重要性
を説明できる。

学習
目標

7

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
次に二つ目の学習目標です。学習目標２災害予防における自助、共助、公助の意味と共助の重要性を説明できる。この学習目標に関する「学習項目」は２つあります。①自助、共助、公助の意味と、災害予防における意味②防災における共助の重要性と災害予防で必要な対応



• 公助には限界があり、自助、共助と適切に組み合わせて地域の防災力を高めるこ
とが求められる。

• 公助とは行政の防災対策である。

• 共助とは民間部門の相互の災害対応の助け合いである。

• 自助とは個人や組織自らの災害対応である。

8

①自助、共助、公助の意味と、災害予防における意味

自助・共助・公助

学習項目

※詳細は研修で学びます。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
1つ目の学習項目の基本的知識です。公助には限界があり、自助、共助と適切に組み合わせて地域の防災力を高めることが求められる。公助とは行政の防災対策である。共助とは民間部門の相互の災害対応の助け合いである。自助とは個人や組織自らの災害対応である。◇図の出典：平成30年度　有明の丘研修　第１期　「「災害への備え」総論」丸谷講師資料　P21



• 特に発災直後は、行政自身の被災、アクセスの困難、要支援地域の広大さなどに
より、公助が及ばないことがある。

• そのため、共助及び自助による災害対応の必要性の理解を広げる必要がある。

• 特に、地域の共助を促進する対策が重要となる。

9

②防災における共助の重要性と災害予防で必要な対応

34.9

31.9

28.1

2.6

1.7

0.9

0 10 20 30 40

自力で

家族に

友人／隣人に

通行人に

救助隊に

その他

（％）

● 阪神・淡路大震災における救助活動

 倒壊家屋からの救助のうち、友人/隣人と回答したのは約３割

共助の重要性

学習項目

友人／隣人に
は約３割

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
２つ目の学習項目の基本的知識です。特に発災直後は、行政自身の被災、アクセスの困難、要支援地域の広大さなどにより、公助が及ばないことがある。そのため、共助及び自助による災害対応の必要性の理解を広げる必要がある。特に、地域の共助を促進する対策が重要となる。◇図の出典：平成30年度　有明の丘研修　第１期　「地域の自主的な防災活動」丸谷講師資料　P7



学習項目

① 被害抑止対策の概括

② 各災害への被害抑止対策

単元１ 「災害への備え」総論

３．代表的な被害抑止対策を説明できる。学習
目標

10

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
次に四つ目の学習目標です。学習目標４代表的な被害抑止対策を説明できる。この学習目標に関する「学習項目」は２つあります。①被害抑止対策の概括②各災害への被害抑止対策



• 災害発生前の対応で災害被害を抑制する被害抑止策は、地震・津波対策、風水
害・土砂災害対策などのハード面、情報伝達のシステム面などで進められている。

11

①被害抑止対策の概括

砂防堰堤

土石流による被害範
囲

そまたに とががわ

宅地の直上に設置した焼ヶ原堰堤

（住吉川水系） 樹林整備

ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾙﾄ整備時用

砂防施設
の整備

杣谷堰堤（都賀川水系）

斜面崩壊による被害
範囲

砂防堰堤等の整備

渓流の奥から流出する土石流・流木等を補足し、
下流の被害を防止

現存植生を保全した
斜面対策工

グリーンベルトの整備

市街地に直接面する斜面では、斜面対策・樹
林整備により崩壊を防止

ハード面での被害抑止策 （土砂災害対策）

学習項目

※詳細は研修で学びます。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
1つ目の学習項目の基本的知識です。災害発生前の対応で災害被害を抑制する被害抑止策は、地震・津波対策、風水害・土砂災害対策などのハード面、情報伝達のシステム面などで進められている。◇図の出典：平成30年度　有明の丘研修　第１期　「防災行政(①全体概要)」安邊講師資料　P21
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②各災害への被害抑止対策

• 地震への対策として、住宅、公共施設等の耐震化・不燃化、ライフライン・イン
フラの耐震化、ガスの自動遮断による出火防止、都市の土地利用等による延焼対
策などが行われている。

• 津波への対策として、防潮堤、津波避難タワー、避難の情報伝達手段の整備など
が行われている。津波に強い土地利用も推進されている。

• 水害対策として、堤防整備、河道掘削、ダムの整備と洪水調節、放水路の整備な
どが行われている。

• 土砂災害対策として、急傾斜地崩壊防止施設、砂防ダムの整備、危険地区の建築
物の移転促進、治山対策、森林の国土保全機能の維持・発揮などが行われている。

学習項目

住宅の耐震補強 堤防整備

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
２つ目の学習項目の基本的知識です。地震への対策として、住宅、公共施設等の耐震化・不燃化、ライフライン・インフラの耐震化、ガスの自動遮断による出火防止、都市の土地利用等による延焼対策などが行われている。津波への対策として、防潮堤、津波避難タワー、避難の情報伝達手段の整備などが行われている。津波に強い土地利用も推進されている。水害対策として、堤防整備、河道掘削、ダムの整備と洪水調節、放水路の整備などが行われている。土砂災害対策として、急傾斜地崩壊防止施設、砂防ダムの整備、危険地区の建築物の移転促進、治山対策、森林の国土保全機能の維持・発揮などが行われている。◇図の出典：平成30年度　有明の丘研修　第１期　　「防災行政(①全体概要)」安邊講師資料　P21、P22


	スライド番号 1
	shiryo4-2_02.pdf
	「災害への備え」コース　表紙
	「災害への備え」コースの概要
	単元１　「災害への備え」総論
	単元１　学習目標１
	　単元1　学習目標1-①
	　単元1　学習目標1-②
	単元１　学習目標２
	　単元1　学習目標２-①
	　単元1　学習目標２-②
	単元１　学習目標４
	　単元1　学習目標４-①
	　単元1　学習目標４-②


